
プログラムの申請にあたって
～審査をスムーズに進めるための認定申請書の書き方（参考例）～

建設業振興基金の建築・設備施工管理ＣＰＤ制度をご活用いただき、
ありがとうございます。

申請されたプログラムは、認定基準を満たすかどうか審査を行いま
す。その際、申請された内容に関する記載が不足している場合や内
容が不明確な場合などは、プロバイダーに問い合わせを行うため、
認定されるまでに通常より時間を要することがあります。

このため、「認定申請書の書き方（参考例）」を作成しましたので、
申請にあたってご参照いただくようお願いいたします。

また、過去に申請したプログラムの申請内容や指摘事項についても、
必ず確認するようお願いいたします。

※法定講習など、研修内容があらかじめ決まっているプログラムについては、従前の記
載を変える必要はありません。
※これまでと審査の基準を変えるものではありません。

プロバイダーの
皆様へのお願い

Ver.R050925

審査の流れ

⑥審査

⑧認定

⑪プログラムの実施

プロバイダー事務局（振興基金）プログラム審査会

①プログラム（講習会等）
の申請

申請書の記載不足で③や⑦のやりとりが必要となり、直近の審査会にかけら
れないなど、認定までに時間を要する例があります。

③必要に応じて、事務局から
問い合わせを行います。

②申請内容の確認

⑤審査資料を送付
④審査資料の作成

⑩審査結果の連絡⑨審査結果の連絡

⑦必要に応じて、事務局から
問い合わせを行います。

！
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申請書の記載にあたって、知っておいていただきたいこと

プログラムの形態分類表
形 態 内 容

１参加学習型

0 定期講習（注） 建築士法第２２条の２に規定された定期講習
(一級・二級・木造建築士定期講習、構造・設備設計一級建築士定期講習)

1 監理技術者講習 建設業法第２６条第４項による監理技術者講習

2 講習会 基準・規準・指針・ﾏﾆｭｱﾙ等講習会、ｾﾐﾅｰ／ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ／講演会／ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、各団体大会、学会・協会主催の研究
発表会、企業内研修（所属組織内における技術・研究発表会、研修会）、通信教育等

3 見学会 見学会、国内外視察、企業内研修（所属組織内における見学会、国内外視察）

4 認定教材 建築施工管理技士等の業務に必要な知識及び技能の向上に資するものであるとして、プログラム審査会において
予め認定された教材を用いての学習

5 講習会テキスト 集合講習会で使用される「講習会ﾃｷｽﾄ」での自己学習

２情報提供型

1 講師
基準・規準・指針・ﾏﾆｭｱﾙ等講習会、ｾﾐﾅｰ／ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ／講演会／ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、各団体大会の講師、学会・協会主催
の研究発表等、企業内研修（所属組織内における技術・研究発表会、研修会、見学会、国内外視察）見学会・国
内外視察の講師

2 社会貢献
震災時等建築物応急危険度判定、裁判所等に派遣された鑑定人・調停人活動、地方自治体主催の建築相談等の緊
急性又は公共性の高い活動
(注)管理建築士講習、構造・設備設計一級建築士講習は含まない。

プログラムの分野分類表

倫理・法令分野
倫理
法律、規準、基準、規格、建築紛争
その他

設計・監理分野

計画系 建築意匠、建築計画、建築材料、街づくり、都市計画、保存、景観、福祉、環境、計画系その他

構造系 力学・動力学、構造解析、構造材料、各種構造学、基礎構造、地震・耐震工学、構造設計法、耐震診断、補修・
補強技術、構造系その他

設備系

空調
衛生
電気
輸送
全般
その他

施工管理分野
建築系 総合施工計画、仮設、土工事、杭地業、躯体、仕上げ、改修、解体、その他
設備系 空調、衛生、電気、輸送、全般、その他

マネージメント分野
生産・管理 企画、事業計画、コンストラクションマネージメント、プロジェクトマネージメント、リスクマネージメント、

コスト管理、積算、品質保証、安全管理、コンカレント設計、ISO、ファシリティマネージメント、その他

事務所等運営 企業・事務所運営、保険・保証制度、契約、訴訟、その他

関連分野 関連分野 建築論、建築史、技術動向、コンピュータソフトウェア、工学技術に関する外国語、土木、エネルギー、リサイ
クル、学術・技術論、芸術・文化、化学、物理、機械、電子、その他

プログラム認定基準
1. 建築施工管理技士等の継続職能研修にふさわしいものであること。
2. CPDプログラムの内容は、別に定めるCPDプログラムの形態分類のうち、プログラム審査

会の定める特定の分類に該当すること。
3. CPDプログラムの内容は、別に定める学習分野分類のいずれかに該当すること。
4. CPDプログラムは原則としてプログラムに出席を希望する全ての者に開かれていること。
5. CPDプログラムの認定を申請しようとするプロバイダーは、プログラムの初回申請時にプ

ログラム審査会の定めるプロバイダーに関する情報も合わせて申請するものとする。
6. CPDプログラムを実施するプロバイダーは、以下の規定を守らなければならない。

(1) 出席者の記録の管理を公正に行い、名簿を電子データで作成し、出席者が参加登録を
行った団体の指示に従って報告すること。

(2)不正な行為を行わず、プログラム審査会が定めた規則を守ること。

このため、申請書の概要欄は「継続職能研修にふさわしいものであること」がわかる記載に
なっていることが必要です。

※別途、関連資料を送付いただくことも可能ですが、原則として、必要な内容は概要欄に記載するよう
お願いいたします。

申請があったプログラムは、以下の認定基準を満たすかどうか審査を行います。１

２

（参考）

あわせて、どの分類、学習分野に該当するか、時間数がどうなっているかがわかる記載に
なっていることが必要です。

※時間数は、認定時間（登録単位数）に関係するため、審査時に確認することにしています。
３

ききんからのお願い
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上記の基準の他、建築・設備施工管理CPD制度として個々に判断し認定する場合もあります。このほか、
建築ＣＰＤ運営会議プログラム判定指針等を用いて審査を行います。



申請書の書き方（参考例）講師氏名、概要

品質向上を目指し、最新法令を学ぶ。

概要（記載が不足している例①） 記載内容が漠然としていて、
何をするのかわからない

建設業法と施工体制台帳の書き方。

このセミナーは、主に入社５年目程度の建設技術系の方を対象に、現場で施工管理を行う際に知ってお
かなければならない建設業法の規定に関するレクチャーを行います。
実際の工事を想定して必要な書類作成を行いながら、そのポイントを学ぶことで他の工事に応用できる工
事書類作成能力を養う内容です。

9：00～9：05 講師挨拶
9：05～10：15 講義１ 建設業法の改正内容
（休憩15分）

10：30～12：00 講義２ 建設業法の規定（とくに、施工体制台帳）
（昼休憩60分）

13：00～14：00 確認テスト
（休憩10分）

14：10～15：00 解説
15：00～15：15 まとめ・参加者の意見交換

9：00～15：15 建設業法（とくに施工体制台帳）の規定と書類作成の練習

概要（記載が不足している例③）

概要（記載が不足している例②）

長時間のセミナーにもかかわらず、プログラ
ムの内容に関する内容が不明確

休憩時間が書かれていない

だれの、何の継続職能研修
になるのかわからない

上の参考例のプログラムについて、記載が不足している場合の例を以下に示します。
（このようなことを書いてはいけないという意味ではなく、これだけしか書いていないと審査ができない、という例です）

●参考例 １
プログラム名 「オープンセミナー（その３：建設業法の規定に基づく工事書類の作成方法）」

Point 1
内容がイメージしやすい
プログラム名

研修 太郎（●●（株） 技術部長） １級建築施工管理技士

講師氏名

概要

Point 2
講師氏名と合わせて所属・役職、
保有資格が書かれている。

担当者

講師氏名
適切な講義ができる講師なのか、
わからない
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Point 4
議事次第（時間入り）があると、審
査のときにプログラム内容のイメー
ジがわきやすいです。

Point 5
休憩、移動、試験、販売促進のための商品説明、
挨拶がある場合は、時間を記載してください。
（認定時間に含めることができないため）

Point 3
誰（またはどんな職能）を対象にし、どう
いった能力の習得や知識の維持向上のため
の継続研修なのか、が記載されている。
（分野の妥当性の審査にも用います）



申請書の書き方（参考例）講師氏名、概要

この研修会は、現場の施工管理を行う職員を対象に、 （株）●●製作所担当者様から、近年強く求められ
ている省エネ技術の動向や最新空調機器の説明をいただき、省エネ空調に関する知識を増やすための
ものです。

建築物に求められる省エネ（建築物省エネ法） ・・・60分
省エネに関する技術動向 ・・・60分
最新機器に盛り込んだ新技術の紹介
（販売促進を目的とした商品説明10分のぞく） ・・・50分

※全体のなかで、休憩10分を２回予定

●参考例 ２
プログラム名 「技術研修会５ ～省エネ技術の動向と最新の省エネ空調～」

上の参考例のプログラムについて、記載が不足している場合の例を以下に示します。
（このようなことを書いてはいけないという意味ではなく、これだけしか書いていないと審査ができない、という例です）

Point 1
内容がイメージしやすい
プログラム名

基金 太郎（●●県□□協会 専務理事） 消防設備士
研修 一郎（ （株）●●製作所 空調事業部販売課長） １級管工事施工管理技士

講師氏名

省エネ技術、最新の空調

概要（記載が不足している例①）

今年度、法律改正があった。工事品質の向上のためには、法令の理解が重要であり、法改正があれば改正点
を正確に理解しておかなければならない。

今回、（株）●●製作所さんをお招きし、最新機器のお話をいただきますので、ぜひご参加ください。

概要（記載が不足している例③）

概要（記載が不足している例②）

担当者

講師氏名
適切な講義ができる講師なのか、
わからない

記載内容が漠然としていて、
何をするのかわからない

参加者を募集する際の案内文がその
まま使われており、継続職能研修と
してどのような内容なのか、不明確

だれの、何の継続職能研修になる
のかわからない

背景や問題意識しか書かれておらず、
何をするのかわからない

概要
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Point 2
講師氏名と合わせて所属・役職、保有
資格が書かれている。
講師が複数の場合、全て書かれている

Point 4
議事次第（時間入り）があると、
審査のときにプログラム内容の
イメージがわきやすいです。

Point 3
誰（またはどんな職能）を対象にし、どう
いった能力の習得や知識の維持向上のための
継続研修なのか、が記載されている。（分野
の妥当性の審査にも用います）

Point 5
休憩、移動、試験、販売促進のための商品説明、
挨拶がある場合は、時間を記載してください。
（認定時間に含めることができないため）
ない場合は、「なし」と記載してください。



申請書の書き方（参考例）講師氏名、概要

この勉強会では、現場の施工管理を行う職員を対象に、施工図の作成方法に関する講義と演習を行う。
現在当社で施工中の●●ビル改修工事を事例として、他の工事につながる施工図作成の基礎能力の習
得を目指す。

講義 施工図とは？施工図作成の注意点 （60分）
演習１ 施工図作成演習（電気設備編） （30分）
演習２ 施工図作成演習（機械設備編） （30分）

※休憩なし

Point 5
具体的な項目の記載があると、
審査のときにプログラム内容
のイメージがわきやすいです。

研修 二郎（（株）●●建設 技術課長） １級電気工事施工管理技士、一級ボイラー技士

講師氏名

●参考例 ３
プログラム名 「令和５年度 第８回社内勉強会（施工図の作成演習（電気・機械））」

概要

Point 1
内容がイメージしやすい
プログラム名

品質向上を目指し、施工図について学ぶ。

概要（記載が不足している例①）

現場の安全確保と円滑な工事の進捗のため、これまでの取組みを紹介する。

今回受注した●●ビル改修工事について、社員で施工図の内容を確認する。

概要（記載が不足している例③）

概要（記載が不足している例②）

記載内容が漠然としていて、
何をするのかわからない

だれの、何の継続職能研修になる
のかわからない

通常よく行う関係者打合せにしか見えない
※通常の業務の一環と考えられるプログラ
ムは認定しません

プログラム名と内容が異なってい
るように見える

上の参考例のプログラムについて、記載が不足している場合の例を以下に示します。
（このようなことを書いてはいけないという意味ではなく、これだけしか書いていないと審査ができない、という例です）

担当者

講師氏名
適切な講義ができる講師なのか、
わからない
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Point 4
時間数が書
かれている。

Point 2
講師氏名と合わせて所属・役職、保有
資格が書かれている。

Point 3
誰（またはどんな職能）を対象にし、
どういった能力の習得や知識の維持
向上のための継続研修なのか、が記
載されている。（分野の妥当性の審
査にも用います）

Point 6
休憩、移動、試験、販売促進のための商品説明、
挨拶がある場合は、時間を記載してください。
（認定時間に含めることができないため）
ない場合は、「なし」と記載してください。



申請書の書き方（参考例）講師氏名、概要

この見学会は、現在施工中の●●工事、□□工事について、中間階免震装置を採用している施設の施
工管理ポイントについて、それぞれの現場所長から解説いただきます。
近年増えている免震工事の施工管理を行う技術者の知識を増やすことを目的とします。

13：00～●●工事概要説明
13：30～現場見学、質疑応答
14：30～移動
15：00～ □□工事概要説明
15：30～現場見学、質疑応答
16：30 解散

※休憩なし
※当該現場の担当者はCPD付与対象外とします。

(一財)建設業振興基金 試験管理・講習部企画課（CPD窓口）

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-2-12 虎ノ門4丁目MTビル２号館
TEL：０３－５４７３－１５８５ FAX：０３－５４７３－１５８９
e-mail ： cpd-t@kensetsu-kikin.or.jp
営業時間 9：00～12：00、13：00～17：30（土日・祝日・年末年始除く）

Point 1
内容がイメージしやすい
プログラム名

●●工事、□□工事の内容について学ぶ。

概要（記載が不足している例①）

●●工事、□□工事の現場について、直接質問できるチャンスです。

概要（記載が不足している例②）

記載内容が漠然としていて、
何をするのかわからない

だれの、何の継続職能研修になる
のかわからない

上の参考例のプログラムについて、記載が不足している場合の例を以下に示します。
（このようなことを書いてはいけないという意味ではなく、これだけしか書いていないと審査ができない、という例です）

当該現場担当者

講師氏名
適切な講義ができる講師なのか、
わからない

記載内容が漠然としていて、
何をするのかわからない

●参考例 ４
プログラム名 「●●工事現場見学会 ～免震装置の見学～」

基金 一郎（（株）●●建設 ●●工事 現場代理人） １級建築施工管理技士、監理技術者
基金 二郎（（株）△△建設 □□工事 現場代理人） １級建築施工管理技士、監理技術者

講師氏名

概要
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Point 4
時間（始まりと終わり）
が書かれている。

Point 6
当該現場担当者にはCPD単位は登録され
ませんので、その旨、記載してください。

Point 3
工事の特徴が書かれているため、誰（ま
たはどんな職能）を対象にし、どういっ
た能力の習得や知識の維持向上のための
継続研修なのか、が記載されている。
（分野の妥当性の審査にも用います）

Point 2
講師氏名と合わせて所属・役職、保有
資格が書かれている。

Point 5
休憩、移動、試験、販売促進のための商品説明、
挨拶がある場合は、時間を記載してください。
（認定時間に含めることができないため）
ない場合は、「なし」と記載してください。
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